
TRA不動産実務相談窓口の開設時間変更のお知らせ
当会が運営しておりますTRA不動産相談室について、
緊急事態宣言の再々発令に伴い、令和3年4月26日（月）より、
下記のとおり業務を縮小及び休止いたします。

電話が繋がりにくいなど、皆様にはご不便をおかけしておりますが、
何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

■令和3年4月26日（月）及び4月27日（火）

【電話相談】　13時00分～15時30分　
【法律相談】　休止
【税務相談】　休止

■令和3年4月28日（水）～5月7日（日）

【電話相談】　休止　
【法律相談】　休止
【税務相談】　休止
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https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=6610

